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令和 2 年度 神戸市結婚新生活支援事業 申請案内 
 神戸市は新婚世帯が良好な住環境で新生活をスタートできるように、新居の住居費や引越し費用な

どを支援します。  

 

対象となる世帯 
令和 2 年１月 1 日から事業終了（令和 3 年３月上旬終了予定）までの間に 

婚姻届を提出し、受理されている世帯 

 

補助の内容 
 

補助金：下記の（１）から（４）を全て満たすことが必要です。補助上限：最大 30 万円 

＜補助要件＞ 

（1）夫婦の 2019 年の年間所得を合算した金額が 510 万円未満であること 

※婚姻を機に離職し申請期間中無職の場合は、離職した方の所得は０とします。（離職証明書類

提出必要） 

※奨学金の返済を行っている場合は、2019 年中に返済した額を所得から控除できます 

（2）夫婦共に婚姻時における年齢が 34 歳以下であること                       

（3）良好な住宅環境に入居すること（新耐震基準に適合・広さが最低居住面積水準以上）  

（4）申請日より２年以上神戸市に継続して居住する意思があること 

 

＜対象費用＞ ※令和 2 年 1 月 1 日以降に夫婦のいずれかが支払った費用に限ります 

・新居の住居費（賃料 1 ヶ月分、敷金、礼金、共益費 1 ヶ月分、仲介手数料、取得費） 

・引越し費用（引越し業者への支払いに要した費用に限ります） 

 

手続き 
婚姻届及び転入届(転居届)を提出、受理され実際に新居への引越しが終わった後に、申請書に必要書

類を添えて申請してください。  

※対象となる費用の領収書等が全て揃った時点で申請してください。 

※申請書類に不備・不足がある場合、申請を受理出来ないことがあります。 

※申請書類や手続きについてご不明な点があれば申請先までお問合せください。 

※郵送でも申請は可能ですが、窓口へ申請書類等をお持ちいただければ、その場で担当者が書類の確

認をして不備や不足書類等のご説明をいたします。 

 

申請先 
神戸市役所 建築住宅局住宅政策課  電話：078-595-6498 
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 2-1-30 三宮国際ビル 3 階 
 

受付 
令和２年６月１日から令和３年 3 月上旬まで 

※先着順のため、申請件数が本市の予算額に達した時点で受付を終了します。 

※受付の終了はホームページでお知らせします。 

受付時間 ８：４５～１２：００、１３：００～１７：３０（土日・祝日を除く） 
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対象要件について 
 
補助金について （１）から（７）を全て満たす必要があります。 

（1）2019 年の夫婦の年間所得を合算した金額が 510 万円未満であること 

※ただし、次の場合は、それぞれに記載する計算方法により算出した金額とします。 

①婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請期間において無職の場合 

離職した方については、所得なしとして、夫婦の所得を算出する。 

②貸与型奨学金の返済を行っている場合 

(対象となる所得)＝(夫婦の前年の所得)－(貸与型奨学金の前年の年間返済額) 

（2）夫婦共に婚姻時における年齢が 34 歳以下であること 

（3）良好な住宅環境に入居すること 

①建築基準法に規定する新耐震基準に適合していること 

・昭和 56 年 6 月 1 日以降に建築（着工）した住宅。 

・昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築（着工）された住宅の場合、耐震診断により耐震性を有す

ることが確認された住宅もしくは耐震改修により耐震性が確保された住宅。 

②広さが最低居住面積水準以上であること 

＜最低居住面積水準の考え方＞ 

計算式  １０㎡×世帯人数＋１０㎡ 

世帯人数 ★0 歳から 2 歳は 0.25 人とする 

     ★3 歳から 5 歳は 0.5 人とする 

 

面積   ★世帯人数が 4 人を超える場合は 

計算した面積から５％を控除する 

（計算例） 

①夫婦 2 人の場合 10 ㎡×２＋10 ㎡＝30 ㎡ 

②夫婦 2 人と０歳の子どもの３人世帯の場合 

10 ㎡×（2＋0.25）＋10 ㎡＝32.5 ㎡ 

③夫（もしくは妻）の両親、夫婦 2 人、０歳の子どもの 

5 人世帯の場合 

（10 ㎡×（4＋0.25）＋10 ㎡）×0.95＝49.87 ㎡ 

（4）申請日より２年以上神戸市に継続して居住する意思があること。 

（5）他の公的制度による家賃補助を受けていないこと 

（6）過去に本制度に基づく補助を受けたことがないこと 

（7）申請世帯に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員

を含まないこと 

 

対象費用について 
令和 2 年 1 月 1 日から事業終了日までの間に支払いが完了している費用に限ります。 

（1）新居の住居費 

事業終了日までに転入届（市内の引越しの場合は転居届）が提出、受理されている住所地にある

住居が対象です。 

 [対象となる費用の具体例]  

・住居を賃借している場合  賃料 1 ヶ月分、敷金、礼金、共益費 1 ヶ月分、仲介手数料 

・住居を購入した場合    購入費 

・住居を新築した場合    設計費、工事費 

※賃借費用について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は補助対象外です。 

※リフォーム・改修費用は補助対象外です。  
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（2）引越し費用 

・事業終了日までに引越しが完了する必要があります。 

[対象となる費用の具体例]   ※引越し業者への支払いに要した費用 

・引越し運送費用（運賃や割増運賃など） 

・荷造り等のサービス費用（作業員料、梱包資材費などの実費） 

※対象となる引越し業者は、国土交通大臣の許可等を受けて運送業を行っている事業者です。 

[対象外費用の具体例] 

×不用品の処分費用、物品の購入費用、引越し業者が行う電気やガスなどの代行サービス料やエ

アコンのクリーニング費用 

×引越し業者を用いない引越し費用（自身で借りたレンタカー費用など） 

 

必要書類 ◎は様式をホームページからダウンロードできます。 

詳しくは別紙「必要書類確認兼送付書」及び「注意事項」をご確認ください。 

（1）補助金交付申請書 ◎ 

（2）補助対象要件チェックシート ◎ 

（3）必要書類確認兼送付書 ◎ 

（4）婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 

（5）新婚世帯全員の住民票（続柄記載有・本籍記載無し・マイナンバー記載無し） 

（6）世帯の所得がわかる書類 以下のいずれかをご提出ください。（源泉徴収票は不可） 

令和 2 年度（令和元年分）の書類を提出してください。 

※2019 年中に所得がなかった方、現在無職の方についても必ず提出が必要です。 

①市民税・県民税所得証明書（どなたでも取得可能） 

→令和 2 年１月１日時点に住民票のあった自治体に申請することで取得できます。 

②市民税・県民税特別徴収税額の通知書の写し（給与から市民税・県民税が天引きされている方） 

→毎年６月頃にお住まいの自治体から課税対象者の勤務先へ送付しています。 

③市民税・県民税納税通知書の写し（市民税・県民税を給与から天引きでなく直接支払う方） 

→毎年６月頃に令和 2 年１月１日時点でお住まいの自治体から課税対象者へ送付しています。 

 

（7）入居対象となる住居に関する書類 

建築年・住宅の広さ（平方メートル）・所在地・各種住宅に関する契約内容及び契約締結（新

築の場合は工事の施行完了）がわかる書類として、以下のいずれか一つを提出してください。 

・住居を賃借している場合は、賃貸借契約書の写し 

・住居を購入した場合は、建物登記事項証明書の写しまたは売買契約書の写し 

・住居を新築した場合は、建物登記事項証明書の写しまたは建築工事の検査済証の写し 

※建築年や住宅の広さが記入されていない場合は、重要事項説明書の写し等、建築年や広さが

確認できる書類も提出してください。 

 

（8）誓約書 ◎ 

（9）補助金交付請求書 ◎ 
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（10）対象となる費用の支払いの確認に必要な書類 

以下の該当するものを提出してください。 

・新居の住居費（賃料１ヶ月分、敷金、礼金、共益費１ヶ月分、仲介手数料、住宅取得費）を

支払ったことがわかる領収書類（領収書や銀行振込み明細の控えなど） 

・引越しにかかる領収書の写し 

（引越し日の記載や、但し書きに引越運搬代であると判断できる記載があるものが必要です） 

※申請世帯が支払う費用であること。（申請世帯以外の名義となっている領収書は対象外です） 

※支払者、支払った期日、支出先、内訳、金額の記載が必要です。 

※領収書類に内訳の記載がない場合、領収金額の明細がわかる書類（見積書・請求書・明細書

等）を添付してください。 

 

（11）住宅手当の支給についてわかる書類 ※住居を賃借する場合のみ必要（購入した場合は不要） 

住宅手当の支給の有無に関わらず、以下のいずれかをご提出ください。 

申請期間中に就労されている方（アルバイト含む）全員分必要となります 

①給与明細の写し 

②住宅手当支給証明書 ◎（別途様式第 2 号のとおり） 

 

場合に応じて必要となる書類 

（12）良好な住宅環境に入居していることの確認に必要な書類 

【入居対象となる住居の建築着工年が昭和 56 年 5 月以前の場合で、かつ住居が新耐震基準に

適合していることが証明されている場合】 

・入居対象となる住居が耐震診断又は耐震改修をうけた結果、住居が新耐震基準に適合してい

ると証明されていることがわかる書類（耐震基準適合証明書などの写し） 

 

（13）所得の確認に必要な書類 

【2019 年において貸与型奨学金の返済をしている場合】 

・貸与型奨学金の返済額がわかる書類 

 

【夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合】 

・離職証明書類（離職票等） 

 ※離職証明書類の提出があった場合のみ、離職した者については所得なしとして、夫婦の所

得を算出します 

※この場合でも所得証明書等の添付は必要です。 

 

（14）生活保護による住宅扶助等の金額がわかる書類 

【生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 14 条に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立支

援法（平成 25 年法律第 105 号）第２条第３項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給し

ている場合】 

・扶助金額がわかる書類の写し 

※扶助のあった費用については、扶助分は補助対象外です。 
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申請から補助金受給までの流れ 
 

申請する 

（持参か郵送）  

補助金交付申請書（様式第 1 号）に必要書類を添

えて申請してください。 

※全ての必要書類がそろった上で申請してくださ

い。 

↓   

書類受理・審査 
 

神戸市で、書類審査を行います。 

申請書の記載内容や必要書類に不備・不足がある

場合は、再提出をお願いすることがあります。 

↓   

決定通知が届く 
 

補助対象となる場合は、補助金交付決定通知書（様

式第４号）で通知します。併せて、事前に提出い

ただいた補助金交付請求書（様式第９号）は記載

内容を確認後、返送いたしますので、請求書に必

要事項を御記載のうえ、引き続き請求手続きをし

てください。 

↓  

（却下になる場合） 

要件のいずれかに該当しない場合は、却下となり、

補助金は支給されません。この場合は、補助金交

付申請却下通知書（様式第５号）で通知します。 

  

補助金の請求 
 

補助金交付請求書（様式第９号）に、助成金の請

求額と請求日付（提出日）等をボールペンにて必

ず記載のうえ、下記受付窓口まで郵送もしくは直

接提出のうえ、請求をしてください。 

↓   

補助金が振り込まれる 
 

指定口座に振り込まれます。 

※振り込みのお知らせは行っていませんので、指

定口座の通帳に記載するなどでご確認ください。 

 


